
１９９６年４月２３日第三種郵便物認可　毎月２回１日、１５日発行 1 核兵器・核実験モニター　第508号　2016年11月15日

508
16/11/15

¥200

発行■ＮＰＯ法人ピースデポ
223-0062　横浜市港北区日吉本町1-30-27-4 日吉グリューネ1F
Tel 045-563-5101  Fax 045-563-9907   e-mail  : office@peacedepot.org  URL  : http:/www.peacedepot.org

主筆■ 編集長■ 郵便振替口座■
銀行口座■

核兵器・核実験モニター

発行■ＮＰＯ法人ピースデポ
223-0062 横浜市港北区日吉本町1-30-27-4 日吉グリューネ1F　Tel 045-563-5101  Fax 045-563-9907
e-mail : office@peacedepot.org　http://www.peacedepot.org　　 https://www.facebook.com/peacedepot.org/

主筆■ 編集長■ 郵便振替口座■
銀行口座■

今号の内容

核兵器禁止交渉、来年開始へ
国連総会委が決議採択
＜資料＞決議（全訳）／日本の反対理由／
スウェーデンの賛成理由

科学技術で「軍学協同」が拡大
		 	 中山正敏（九州大学名誉教授）
＜資料＞「レイキャビク30周年」所感	
　　―潘基文、ミハイル・ゴルバチョフ
[連載]いま語る-68
	髙見	三明さん（カトリック長崎大司教区大司教）

各国の投票行動
―米などの「圧力」が影響か

　L.41決議の採択により、約20年続いた核軍縮交
渉の停滞を打ち破る歴史的な一歩が踏み出され
た。同決議の全訳を資料1として3～4ページに掲
げる。共同提案国は直前まで増え続け、最終的に
57か国に上った1。
　第1委員会での投票結果は、賛成123・反対38・
棄権16・欠席16であった。核保有9か国は北朝鮮
が賛成、米ロ英仏とイスラエルが反対、中印パが
棄権した。核依存国では、NATO加盟28か国中オ
ランダを除く27か国と、豪州、韓国、日本が反対に
回った。
　決議採択には核保有国が激しく抵抗した。特に
米国は、NATO加盟国と協力国に向け、決議への反
対と交渉への不参加を呼びかける文書を送った
ことが明るみになった2。メディアでも大きく報
道されたが、文書は「核兵器が存在する限りNATO
は核の同盟であり続け」、ゆえに「核兵器の即時禁
止あるいは核抑止の非合法化の交渉は、NATOの
抑止政策と同盟国が共有する安全保障上の利益

と根本的に相いれない」と述べる。そして、OEWG
報告書「別添Ⅱ」に掲載された個々の「禁止の要
素」を引き合いに出して、禁止条約がいかにNATO
の現行の体制に抵触するかを詳細に述べている。
米国からの同様の説得はNATO以外の同盟国に対
しても行われていたことが明らかになっている3

ほか、非依存国にも決議に賛成しないよう働きか
けていたことが知られている4。
　核禁止交渉参加と核同盟の一員であることと

10月27日（日本時間28日未明）、国連総会第1委員会は、核兵器禁止交渉の会議を2017年に開
催するとする「多国間核軍縮交渉を前進させる」決議案（L.41）を123か国の賛成多数で採択し
た。国際社会は核兵器廃絶に向けて大きな一歩を踏み出した。各国の投票態度には、米国など
からの激しい抵抗の影響が見て取れる。被爆国日本も米国に追随してか、この歴史的な決議
に反対票を投じ、被爆者やNGOなどから強い反発を招いた。せめてもの望みは、日本が交渉に
参加して、核保有国の条約参加に道を開くような先進的・建設的な提案をすることである。

17年「禁止交渉開始」決議を採択

国連総会
第１委員会

日本の反対は「被爆国」への汚点
核兵器廃絶へ歴史的な一歩
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が両立しえないとの米国の主張については、これ
と異なる見解が示されていることに注目したい。
オランダに拠点を置く平和NGO「PAX」は「NATO
と核兵器禁止」と題する書面で、NATO加盟国は
結成以来、独自の核政策を採用する権利を留保し
てきた、現に核兵器の国内通過を禁じている加盟
国も複数存在するなどと、先の米文書への反論を
展開している5。また、NATO加盟国で唯一、L.41決
議に棄権したオランダは投票理由説明で「核同盟
NATOの一員としての義務と禁止条約とが両立で
きるよう、早期の禁止交渉開始を支持する国とそ
うでない国の橋渡しを務める」と発言し、二者の
両立の可能性を展望している6。
　米国からの圧力は、核依存国、また一部の非依
存国の投票行動に多少の影響を与えたことがう
かがえる。L.41決議への投票行動と8月のOEWG
報告書へのそれを比較すると、決議に反対した
NATO加盟国のうちアイスランド、ノルウェー、ポ
ルトガルはOEWG報告書には棄権票を投じてい
た7。同様に、日本とセルビアもOEWGでは棄権し
たが、決議では反対に回った。また、OEWGでの賛
成国のうちスーダンは決議では棄権している。さ
らには、OEWG報告書に17年禁止条約交渉開始に
賛成の国々として記載されていたアフリカ諸国
やCELAC（ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体）諸
国などのうち、若干の国々が棄権ないし反対して
いる。
　これらの投票行動がすべて米国など核保有国
からの圧力の結果だと断定はできないが、少なく
ともその可能性は否定できない。

反対した日本―
核の傘への信奉が前面に

　日本の今回の反対も、米国からの働きかけの影
響を受けたものであることは想像に難くない。
いわゆる日本決議（A/C.1/71/L.26、次号で詳報）
に昨年は棄権した米国が今年は共同提案国に加
わった事実は、岸田外相は言葉を濁しているもの
の（4～5ページの資料2に掲載の記者会見記録を
参照）、2つの決議をめぐる何らかの申し合わせが
両国政府間にあったことをうかがわせる。
　日本はこれまで、核依存国としては唯一、国連
総会での核兵器に関する決議に反対したことが
なく、賛成しない場合でも棄権にとどまってき
た。核依存政策を採りつつ、対外的に「核兵器の非
人道性を身をもって知る唯一の戦争被爆国」を標
榜し国内的には被爆地に配慮しての、ある種つじ
つま合わせのための投票態度だったと理解でき
る。
　しかし今回はそうした投票態度を取らずに核
依存国としての立場のみを鮮明にし、人道性に根
差す被爆国としての立場は後退させた。反対の理

由について岸田外相は、決議が「核兵器国と非核
兵器国の協力による具体的・実践的措置を積み重
ねていくことが不可欠」との日本の基本的立場に
合致しないからと言う。しかし、L.41決議が下敷
きにしたOEWG勧告・報告書の採択に棄権した際
にも日本政府は同様のことを理由にしており8、
投票行動の変化の説明になっていない。やはり米
国の影響が最大の理由とみてよいだろう。「同盟」
国からの圧力くらいであっさり棄権から反対に
態度を変えた日本政府には、元々本気で被爆国と
しての責務を果たす気などなかったのだと言わ
れても仕方あるまい。米国が日本決議への共同提
案国となった「成果」を政府は強調するが、米国は
一昨年までの態度に戻ったに過ぎないのみなら
ず他の核保有国で日本決議に賛成する国は昨年
同様1つもなく、強調するほどの成果とも言えな
い。
　日本政府が核兵器国と非核兵器国の橋渡し役
を自任しながら、実際には核兵器国の側に立って
その代弁ばかりしていることは、つとに指摘され
てきた。それを考えると、「被爆国」の看板を掲げ
て核兵器関連決議に他の核依存国とは一線を画
す投票行動をとってきたこと自体、偽善的であり
手放しで称賛できるものだったとは言い難い。

スウェーデンの
「橋を架ける精神」に注目

　一縷の望みは、岸田外相が「交渉に積極的に参
加をしたい」旨を明言している点である9。核兵器
の禁止自体はいずれかの時点で必要になること
は日本政府自身も認めてきたのだから、是非、よ
りよい禁止条約を策定するとの立場に立って条
約交渉に臨んでほしい。その際には、NATOと緊密
な協力関係を持ちながらL.41決議に賛成したス
ウェーデンの態度が参考になるように思われる。
　スウェーデンはNATO加盟国ではないが、近
年のロシアの軍事活動をにらんで14年9月に
NATOとの間で駐留受入国支援に関する了解覚書
（MOU）を締結した10。そのスウェーデンはOEWG
では棄権したが今回は決議に賛成した。その投票
理由説明を資料3として5ページに示す。そこに
述べられている通り、スウェーデンは、禁止条約
が完全な核軍縮達成のため「最も効率的」なのか
「現時点では（……）分からない」としつつ「事の重
大さを考えれば、我々には試してみる責務があ
る」として交渉参加を表明している。そして条約
の「実効性（……）は可能な限り広い支持が得られ
るかにかかっている」とし、支持を得るため「交渉
は、核兵器国を含んだ包括性と橋を架ける精神に
基づいて遂行すべき」とする。さらに、交渉におけ
る条約の適用範囲の議論においては「軍縮のみな
らず、より広く安全保障上や防衛上の問題も考慮
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されねばならない」と述べており、禁止反対派の
強調する「安全保障上の考慮」も否定していない。
　このスウェーデンの発言や、先に引用したオラ
ンダの発言が示唆するように、米国との同盟関係
があったとしても禁止条約およびその交渉に参
加するという選択肢は十分成り立ちうる。日本
も、米国をはじめとする核兵器国の意を汲むかの
ようにひたすら禁止条約は時期尚早との論陣を
張り続けるのではなく、核保有国にも将来参加が
可能な条約を構想しつつ核保有国をその議論に
引き込むことでこそ、「核保有国と非保有国の協
力」を推進する橋渡し役としての貢献ができるの
ではないか。ピースデポが9月末に岸田外相に提
出した要請書の主眼もそこにある11。そして日本
は交渉に参加するのと並行して、自国の安全保障
における核抑止依存をなくしていくための努力
を開始するべきである。（荒井摂子）

注
1　資料1の冒頭と訳注1に全57か国の国名を掲載し
た。

2　文書は「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ICAN）ウェ
ブサイトからダウンロード可能。

	 www.icanw.org/wp-content/uploads/2016/10/

NATO_OCT2016.pdf
3　「ジャパンタイムズ」（電子版）16年11月3日付社説
に「米政府が日本にも同趣旨の説得を行ったと日
本政府関係者が明かした」旨が述べられている。

4　例えば10月18日、米軍縮大使がアフリカ諸国の大
使との非公式会合を行った姿が目撃されている。
ICANツイッター。

	 https://twitter.com/nuclearban
5　http://nonukes.nl/wp-content/uploads/2016/10/
NATO-and-a-nuclear-ban_PAX_October-2016.pdf

6　	www.reachingcriticalwill.org/images/documents/
Disarmament-fora/1com/1com16/eov/L41_
Netherlands.pdf

7　OEWGでの各国の投票行動はICANウェブサイトの
16年8月25日付投稿記事による。

	 www.icanw.org/campaign-news/support-for-a-
conference-in-2017-to-negotiate-a-treaty-banning-
nuclear-weapons/

8　投票後の理由説明で日本代表が述べている。本誌
502-3号参照。

9　米政府内でも日本の交渉参加を容認する意見が台
頭しているとの報道がある。例えば16年11月6日
付「中国新聞」（電子版）。

10　	MOUは「災害や安全保障への脅威」などの緊急時
にNATO軍の駐留を受け入れ、NATO軍が領域内で
訓練や作戦などを行う際に支援すると定める。本
誌471-2号（15年5月15日）参照。

11　本誌前号（506-7号、16年11月1日）参照。要請書
全文は以下：

	 www.peacedepot.org/media/pcr/160930_mofa_
yousei_unres.pdf

【資料1】
多国間核軍縮交渉を前進させる
A/C.1/71/L.41

2016年10月14日

オーストリア、ブラジル、チリ、コス
タリカ、コンゴ民主共和国、エクアド
ル、エルサルバドル、グアテマラ、ホン
ジュラス、インドネシア、アイルラン
ド、ジャマイカ、ケニア、リヒテンシュ
タイン、マラウィ、マルタ、メキシコ、
ナミビア、ナウル、ニュージーランド、
ナイジェリア、パラオ、パナマ、パラグ
アイ、ペルー、フィリピン、サモア、南
アフリカ、スリランカ、スワジランド、
タイ、ウルグアイ、ベネズエラ、ザンビ
ア 1：共同提出決議案

　総会は、
　核兵器のない世界の達成と維持の
ための多国間核軍縮交渉の前進に関
する 2012年 12月3日の決議 67/56、
2013年12月5日の決議68/46、2014
年12月2日の決議69/41、2015年12
月7日の決議70/33を想起し、
　核兵器のいかなる使用によっても
壊滅的な人道上の結末がもたらされ
ることを深く憂慮し、
　核兵器の存在に関連するリスクに
ついても深く憂慮し、
　とりわけ軍縮交渉の成功は世界の
諸国民すべてにとって死活的な利益
であり、すべての国家には軍縮交渉に
参加する権利があると述べた、軍縮の

ための初の特別会期である国連総会
第10特別会期の宣言※2を想起し、
　国連総会第10特別会期の最終文
書※に明記された、ジュネーブ軍縮会
議（CD）及び軍縮委員会（UNDC）の役
割と機能を再確認し、
　世界の経済・社会開発ならびに国際
の平和と安全に対する脅威への取り
組みの責任は、世界の国々によって共
有され、多国間で果たされなくてはな
らず、世界で最も普遍的で最も代表性
のある機関として、国連は中心的な役
割を果たさなくてはならない、と明記
されている国連ミレニアム宣言※を
想起し、
　多国間軍縮の前進を確実なものと
するための加盟国の努力と、そうした
努力に対する事務総長の支持を歓迎
するとともに、この点と関連する事務
総長による「核軍縮に関する5項目提
案」を想起し、
　核不拡散・軍縮体制の礎をなす核不
拡散条約（NPT）が、核戦争により全人
類の上にもたらされる惨害および、
その帰結として核戦争の危険を避け
るためあらゆる努力をするとともに
諸国民の安全を守る措置をとる必要
があることを考慮して交渉されたこ
とを想起し、
　NPT締約国の義務および、1995年
NPT再検討・延長会議※、2000年NPT
締約国再検討会議※、2010年NPT締約
国再検討会議※の最終文書に反映さ
れた締約国の誓約をも想起し、

　各NPT再検討会議においてなされ
た様々な誓約をNPT締約国が完全か
つ効果的に履行する重要性を強調し、
　多国間外交が、軍縮及び不拡散分野
で持つ絶対的な有効性を再確認し、
軍備規制及び軍縮交渉を進める上で
必要不可欠な多国間主義を促進する
ことを決意し、
　国連の枠組みにおける多国間核軍
縮交渉が20年間、具体的な成果を出
していないことを心に留めると共に、
核軍縮のための効果的措置について
の交渉に誠実に携わる義務を国家が
負っていることをも心に留め、
　現在の国際環境のもとでは、軍縮・
不拡散問題への政治的関心の増大、多
国間軍縮の促進、核兵器のない世界の
達成が、いっそう緊急なものとなって
いることを認識し、
　2012年12月3日の決議 67/39	に
したがって 2013年	9	月26	日に開催
された核軍縮に関する国連総会ハイ
レベル会合がこの分野での進展を求
める国際社会の願望を強調したこと
を歓迎するとともに、この会合のフォ
ローアップである2013年12月5日の
決議68/32に留意し、
　決議 67/56	に従って提出され決
議 68/46で参照された、核兵器のな
い世界の達成と維持に向けて多国間
核軍縮交渉を前進させるための計画
を立案する公開作業部会（OEWG）の
作業報告※を歓迎するとともに、決議
68/46	に従って提出された事務総長
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報告※の中に、加盟国がこの目的のた
めすでに実施しているものも含め、多
国間核軍縮交渉を前進させる方策に
関する加盟国の見解が含まれている
ことに感謝と共に留意し、
　さらに、軍縮と平和、安全保障の問
題を取り扱う国連機構において多国
間核軍縮交渉を前進させる方策に関
する議論を引き続き豊富化してゆく
ために、すべての加盟国、国際機関、
市民社会が行っている努力を歓迎し、
　核兵器を禁止する法的拘束力のあ
る文書が包括的な核軍縮に向けて重
要な貢献をなすことを念頭に置き、
　不可逆的で検証可能で透明性のあ
る核兵器の破壊のための追加的措置
が、実際的なものも法的拘束力のある
ものも、核兵器のない世界の達成の維
持に必要であることをも念頭に置き、
　包括性の重要性を強調し、核兵器な
き世界の達成に向けた努力へのすべ
ての加盟国の参加を歓迎し、
　優先順位の高い核軍縮・不拡散問題
について実質的進展を確実にするこ
との重要性と緊急性を強調し、
　とりわけ軍縮に関する審議と勧告
を行うという国連総会の機能及び権
限に言及した国際連合憲章第11条に
留意し、

1．総会により決議70/33のもとに設
置され、2016年にジュネーブで会合
を行った、多国間核軍縮交渉を前進
させる公開作業部会が、包括的、包
含的、双方向的、建設的な態様で体
系的・実質的な議論を行ったことを
満足と共に留意する。
2．決議70/33によって総会が設置し
た作業部会の報告書※を歓迎する。
3．作業部会の開催中に示された、多
国間核軍縮交渉の前進に向けた国
際機関と市民社会の参加と貢献の
価値を認識する。
4．多国間核軍縮交渉を前進させるこ
との普遍的な目的が、引き続き核兵

器のない世界の達成と維持である
ことを再度強調するとともに、多国
間核軍縮交渉の前進に向けては包
括的、包含的、双方向的、建設的な方
法で核兵器関連問題を扱うことが
重要であることを強調する。
5．多国間核軍縮交渉の実質的進展を
確実に図ることの緊急性を再確認
する。
6．核兵器のない世界の達成と維持の
ために締結する必要のある具体的
で効果的な法的措置、法的条項や規
範を練り上げるためさらなる努力
の追求が可能であり、またそうすべ
きであると勧告し、NPTとそこでの
誓約の重要性を再確認し、そして上
記措置、条項や規範の追求はNPTの
3本柱を含む核軍縮・不拡散体制を
補い強化するものでなければなら
ないと考える。
7．各国が、公開作業部会の報告書で
提起されているような、多国間核軍
縮交渉の前進に寄与するであろう
様々な諸措置の実施を適宜、検討す
ることをも勧告する。諸措置には以
下を含むが、それに限定されない。
既存の核兵器に伴う危険性に関連
した透明性措置、事故、過誤、無認可
によるあるいは意図的な、核兵器爆
発の危険性の低下及び除外のため
の諸措置、核爆発がもたらす多岐に
わたる人道上の結末の複雑性、それ
らの相互関連性に対する認識や理
解を促進させるための追加的措置、
多国間核軍縮交渉の前進に貢献し
うるその他の措置。
8．核兵器を禁止しそれらの全面的廃
棄に導く法的拘束力のある文書を
交渉するため、2017年に国連の会議
を招集することを決定する。
9．すべての国連加盟国に対し、この
会議に参加するよう奨励する。
10．会議は、当該会議が同意したの
でない限りは総会手続規則に従い、
2017 年 3月 27日から 31日まで、

及び 2017 年 6月 15日から 7月 7
日まで、国際機関と市民社会代表の
参加と貢献のもと、ニューヨークで
開催することを決定する。
11．併せて、会議ができるだけ早く
運営に関する1日間の会合をニュー
ヨークで持つことも決定する。
12．会議の参加国に対し、核兵器を禁
止しそれらの全面的廃棄に導く法
的拘束力のある文書をできるだけ
早く締結するため最善の努力を尽
くすよう呼びかける。
13．会議がそこでの交渉の進展につ
いて第72回国連総会に報告書を提
出することを決定する。総会は交渉
の進展状況について評価し、今後と
るべき道を決める。
14．事務総長に対し、会議の開催に
必要とされる支援を提供するよう、
また、会議報告書を軍縮会議（CD）、
国連軍縮委員会（UNDC）および決議
68/32第6節で開催が見込まれてい
る国連核軍縮ハイレベル国際会議
に送付するよう求める。
15．第72会期の暫定議題として、「全
面的かつ完全な軍縮」と題する項目
の下に「多国間核軍縮交渉を前進さ
せる」という小項目を含めることを
決定する。

（訳：ピースデポ）

訳注
1　これに以下の国々が加わり、委
員会投票時点での共同提案国は
計57か国となった。アンゴラ、バ
ハマ、ベリーズ、ブルンジ、カーボ
ベルデ、ドミニカ共和国、エジプ
ト、フィジー、グレナダ、ギニアビ
サウ、リベリア、リビア、マレーシ
ア、マーシャル諸島共和国、モー
リタニア、パプアニューギニア、
セントルシア、セントビンセント
及びグレナディーン諸島、サンマ
リノ、シエラレオネ、トリニダー
ド・トバゴ、ツバル、ベトナム。

2　※印には原文では参照すべき文
書の名称などが注記されている
が、省略した。

【資料2】
岸田文雄外務大臣記者会見より
国連総会第1委員会関連部分
（抜粋）

2016年10月28日
（前略）
　「核兵器のない世界」を実現するた
めには、核兵器の非人道性に対する正
確な認識と、厳しい安全保障環境に対
する冷静な認識に基づき、核兵器国と
非核兵器国の協力による具体的・実
践的措置を積み重ねていくことが不
可欠です。これは私（大臣）からも繰り
返し申し上げてきた我が国の基本的

立場であります。
　今般の国連総会第一委員会におい
ても、このような立場を踏まえ、国際
社会に対し、我が国の核兵器廃絶決議
への支持を強く訴えてきて参りまし
た。その結果、我が国の決議には、米国
を含む、今集計中ですが、約110か国
の国が共同提案国となりました。そし
て全体では167か国の圧倒的多数の
支持を得て採択されました。この数字
は共に昨年を上回っております。この
ことが我が国の決議こそ、NPTを柱と
する国際的な軍縮・不拡散体制の下
で、核兵器国と非核兵器国双方が共に

目指すべき「核兵器のない世界」への
現実的な道筋を示すものであること
を表していると考えます。
　一方、核兵器禁止条約の交渉開始
を求める決議、この決議案について
も投票が行われたわけですが、我が国
としましては慎重な検討を重ねた結
果、反対票を投じました。反対の理由
は、この決議案が、（1）具体的・実践的
措置を積み重ね、「核兵器のない世界」
を目指すという我が国の基本的立場
に合致せず、（2）北朝鮮の核・ミサイ
ル開発への深刻化などに直面してい
る中、核兵器国と非核兵器国の間の対
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【資料3】
スウェーデンによるL.41「多国間
核軍縮交渉を前進させる」につい
ての投票理由説明

2016年10月27日
（前略）
　我が代表団は決議に賛成票を投じ
た。この件に関する我々の見解を十分
かつ正確に伝えるためには、この投票
行動をより広い文脈に置くことが重
要だと考える。
　悪化する安全保障環境においては、
核軍縮の進展がかつてなく重要か
つ緊急に求められる。にもかかわら
ず、2015年NPT再検討会議の失敗や
CTBTが未発効であるとの事実が象徴
するように、近年は行き詰まりが続い
ている。核軍縮がかくも進展しないこ
とに不満が広がっている。スウェーデ
ン政府もこの失望を共有する。
　我々の基本的視点は、他の非常に多
くの国々と同様、人道的視点だ。我々
は、実効性ある核軍縮につながるよう
な、違いを生み出す効果的な法的措置
であればいかなるものも支持する。
　ある水準では、問題ははっきりして
いる。何より重要な目標は、核兵器の
完全廃棄につながる核軍縮である。こ

れはまた、本決議を我々が支持する主
たる動機でもある。
　別の水準では、問題は極めて複雑
だ。このプロセスが、完全な核軍縮と
いう目標を達成するための最も効率
のよい方法となるのか。現時点では
我々にはそれが分からないのは事
実だ。しかし事の重大さを考えれば、
我々には試してみる責務があると考
える―それがいかに大変なことかは
承知の上で。
　我々は、既存の条約法には埋めるべ
き法的ギャップがあるとの意見には
与しない。NPTは核軍縮と核不拡散に
おけるかけがえのない礎石であり続
けている。禁止条約（a	ban	treaty）は、
とりわけNPT第Ⅵ条の履行のための
法的文書として、現行の法律や条約を
―それらに取って代わるのではなく
―補い強化しうる。交渉に参加し最
終的には禁止条約に加盟する国々に
は、NPT遵守に全力を尽くすと共にそ
の履行が確実に進むようにする、責任
があり法的義務がある。
　本日の投票は、ますます危険度が増
していると我々がみなす現状に対す
る、重要で明確な態度表明である。と
はいえ、これはプロセスの始まりに過
ぎない。このプロセスの主要部分は実

際の交渉であり、その交渉の間に将来
の条約の適用範囲が議論され合意さ
れねばならない。そこでは軍縮のみな
らず、より広く安全保障上や防衛上の
問題も考慮されねばならないだろう。
　スウェーデンはこれらの交渉に参
加するし、他の大多数の国々もそうす
ることを切に願う。どのような条約で
あれその実効性―それが主要な基準
となって条約が評価される―は、可
能な限り広い支持が得られるかにか
かっている。それを可能にするには、
交渉は、核兵器国を含んだ包含性と橋
を架ける精神に基づいて遂行すべき
である。
　この道筋を追い求める一方で、我々
は引き続き、他の取り組みに対しても
同じように開かれた姿勢を保ち続け
る。スウェーデンは禁止条約が法とし
ての唯一の選択肢だとはみなしてい
ないし、公開作業部会報告書が示唆し
たように提案は尽きない。その提案の
いくつかは、これから我々が前進して
いく中でさらに探究する価値がある。

（訳：ピースデポ）
原文：			www.reachingcriticalwill.org/
images/documents/Disarmament-
fora/1com/1com16/eov/L41_
Sweden.pdf

立を一層助長し、その亀裂を深めるも
のであるからであります。こうした評
価は、この決議に対する各国の投票行
動、例えば北朝鮮はこの決議に賛成を
しています。そして核兵器国は全てこ
の決議に対しては賛成をしておりま
せん。こうした投票行動にも、こうし
た評価は表れているのではないか、こ
のように考えます。
　他方、その上で、この核兵器禁止条
約の交渉開始を始める決議について
は、結果としまして賛成多数で採択さ
れました。明年このような条約交渉が
行われること、これは確実となりまし
た。交渉への参加・不参加を含め、今後
の対応ぶりについては、交渉のあり方
の詳細に関する今後の議論も踏まえ、
また、これまで連携してきた豪、独な
ど中道諸国の動向も見極めつつ、政府
全体で検討していくことになります
が、私（大臣）としては、現段階では、交
渉に積極的に参加をし、唯一の被爆国
として、そして核兵器国、非核兵器国
の協力を重視する立場から、主張すべ
きことはしっかりと主張していきた
いと考えております。
質疑応答
【記者】禁止条約交渉決議への日本の
反対に対しては被爆者の反発も予想
されるが、どう理解を得るのか。

　我が国の行動・立場は一貫しており
ます。核兵器国と非核兵器国の協力
を重視する立場に立ち、だからこそ、
まずは我が国の決議に核兵器国も非
核兵器国も、より多くの国に賛成して
もらう、こういった努力を続けてきま
した。結果として昨年を上回る多くの
国々から共同提案国にもなってもら
いましたし、米国を含む多くの国に共
同提案国になってもらいましたし、そ
して多くの国に賛成もしてもらいま
した。そして核兵器国と非核兵器国の
協力を重視する立場だからこそ、核
兵器禁止条約の交渉開始を内容とす
る決議には反対をしたということで
あります。そしてこの交渉が始まるの
であるならば、核兵器国と非核兵器国
の協力を重視する立場から主張すべ
きことは主張すべきであると私（大
臣）は考えているというふうに申し上
げました。このようにどの観点からも
我が国の立場は一貫しているという
ことは、是非しっかりと訴えていき
たい、説明していきたい、このように
思っています。
【記者】禁止条約決議と廃絶決議で日
米の足並みがそろった形だが、日米間
で連携はあったのか。
　日本とアメリカにおいて具体的な
やり取りは、様々なやり取りは存在し

ます。「核兵器のない世界」を目指すと
いう共通の大きな目的は共有してい
るわけですので、意思疎通はしっかり
図っておりました。
【記者】核廃絶決議案を米に賛成して
もらう見返りに日本が禁止条約決議
に反対したとの見方もあるが。
　そうした意思疎通は図ってきまし
たが、見返りとかですね、そういった
ご指摘は当たらないと考えます。
（略）
【記者】日本が掲げる段階的核軍縮の
膠着状態があり不満があると言われ
ているが、次に進展がありそうなス
テップとして何を検討しているか。
　CTBT、それからFMCTの早期交渉
開始ですとか、あるいはNPTの運用検
討会議の去年のありようを見まして
も、この体制の強化、まだまだやらな
ければならない、やはりこうした核兵
器国、非核兵器国、全体の中で気運を
高めていかなければならないと思い
ます。どこからというのではなくし
て、NPT、FMCTそしてCTBT、こうした
様々な枠組みを通じて努力をしてい
かなければなりません。（後略）

出典：外務省ウェブサイト
www.mofa.go.jp/mofaj/press/
kaiken/kaiken4_000417.html

（記者の質問は編集部による要旨）
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1．はじめに
　最近、大学をめぐるきな臭い動きが強まってき
ている。防衛省は、2015年度から「安全保障技術
研究推進制度」1を作り、大学および民間の研究機
関に研究費を供与し始めた。戦後ずっと軍事研究
を拒否してきた学者も金につられて揺れ始めた。
日本学術会議は、軍との関係について再検討を開
始し、2017年春には新しいガイドラインを出そ
うとしている。
　これらの動きの起点は、2013年暮に安倍内閣
が決めた「国家安全保障戦略」と「防衛計画大綱」2

の中で、大学等との連携の充実等により「防衛に
も応用可能な民生技術（デュアルユース技術）の
積極的な活用に努める」（「大綱」）という方針を出
したことにある。現時点では、日本の科学研究費
に軍事が占める割合は極めて小さい。しかし、今
が分かれ目である。歴史と現状を冷静に見て、判
断したい。雑誌「科学」（岩波書店発行）の10月号
は、「軍事研究と学術」を特集していて、参考にな
る。

2．日本の科学技術と軍事研究の歴史
　戦前の帝国大学は「国家の須

しゅよう

要な学術研究」の
ために作られた。東京帝大工学部には、造兵学科
が置かれた。昭和になってから、大阪帝大、九州帝
大や名古屋帝大の理学部など理工系が増設され
た。大東亜戦争中は、陸海軍の主導の下に、学者た
ちは戦時研究に組み込まれた。その中で、朝永振
一郎、小谷正雄らの理論物理学者も、海軍の強力
電波兵器の開発に動員され、マイクロ波の発振機
構の解明を研究した。
　戦後、原子核、航空機などの研究は占領軍に
よって禁止された。1949年に発足した日本学術
会議3は1950年4月の総会で、過去の反省を基盤
として、「戦争を目的とする科学の研究には絶対
従わない決意の表明」を行った。しかし、同年に朝
鮮戦争が勃発すると風向きが変わり、その後の総
会では同様な声明は可決されなかった。1966年
に開催された半導体国際会議などに極東米軍の
資金が提供されたことが明るみになった。この会
議を主催した日本物理学会は、1967年9月、会員
請求による臨時総会を開いた。そうして今後「内
外を問わず軍隊と援助その他一切の協力関係を
持たない」という決議3を可決した。学術会議も、

1967年10月、「軍事目的のための研究は行なわな
い」とする声明を改めて発表した。この背景には、
ベトナム戦争下の当時の反戦運動があった。
　日本政府は、1967年以来、「武器輸出三原則」を
堅持し、武器の輸出は事実上全面的に禁止され
た。いくつかの例外があったが、それらは殺傷能
力のない装備に限られていた4。しかし、2011年の
官房長官談話5、2013年の国家安全保障会議の設
置、防衛大綱の決定をへて、輸出規制は大幅に緩
められ、2014年4月には「防衛装備移転三原則」が
閣議決定された。それでも、日本の防衛産業の規
模は年額2兆円程度で、全工業生産額250兆円の
0.8％に過ぎない。
　日本の科学研究費の総額は、年間約18兆円で、
その内国防研究費は約1,700億円である。これは、
米国の総額45兆円、国防6兆円に比べれば少な
い6。米国では、国防研究費が民間、政府機関、大学
にわたって支出され、産官学軍需産業複合体を支
えている。日本の国防研究費は、ほとんど防衛省
技術研究本部で使われている。「1.」で述べた安全
保障技術研究推進費は、2016年度は6億円でし
かない。来年度は110億円が概算要求されている
が、米国のような状況にはほど遠い。しかし、研究
費の供与はないが、防衛省と九大などの大学や研
究機関との協力協定は、すでにいくつか結ばれて
いる。また、米軍の資金もさまざまな形で流入し
ている。

3．軍事研究の問題点
　学術会議の2015年秋の総会で大西隆会長は、
防衛省や米国防総省等の競争的資金による研究
公募に対する考え方など軍事と学術との関係に
ついて、過去の声明の見直しを含めた検討を行う
ことを問題提起した。これについては賛否両論が
あり、今年の6月に検討委員会が設置された。いく
つかの論点を述べる。
　軍事研究の第1の問題点は、言うまでもなく、軍
事目的のために科学技術を使うということであ
る。直接の殺傷目的でなければ良いではないかと
いう意見もある。しかし、多くの戦争が自衛のた
めとして戦われた。また、現代の戦争では情報収
集や処理、通信、輸送など広い技術が使われ、それ
らは結局、殺傷行為につながっている。
　次に、軍事の常として、軍事研究では統制と機

科学技術で拡大する「軍学協同」
―9条問題と同質、市民からも議論を

九州大学名誉教授　中山 正敏
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1986年10月11～12日、アイスランドのレイキャビクでレーガン米大統領とゴルバチョフ・ソ連共産党書記長（い
ずれも当時）が核軍縮に関する首脳会談を行ってから30年がたつ。この節目を記念して、今年末で2期10年間の任
期を終える潘基文国連事務総長と、会談の当事者の一人であったゴルバチョフ氏が、それぞれ、現地の別の会合で
講演を行った。その抜粋訳を以下に掲載する。（編集部）

核軍縮と平和への
共通のビジョンを
	 	 						潘基文

2016年10月8日
アイスランド大学レイキャビク平和
センター主催・記念セミナー

　（前略）
　レイキャビクで学んだ教訓が30年
後の今ほど重要な時はない。

　見ていただきたい。我々は冷戦の亡
霊の復活を目にしている。我々は軍備
管理と軍縮追求のための枠組みへの
重大な挑戦や、軍縮機構の機能停止を
目にしている。我々は非国家組織が核
物質を購入しようとしているのを目
にしている。
　ブダペスト覚書の遵守が脅かされ、
核兵器国によって提供されている安
全の保証の価値に疑問が投げかけら

れている。
　近年、驚くべきことにレイキャビ
ク・サミットの第一の成果であるINF
条約が、違反の非難によって危機にさ
らされている。核による威嚇や示威は
問題を引き起こしつつ頻発している。
　事実、核実験に対する国際的な規範
は近年、一つの国によって繰り返し破
られている。
　1万5,000 発以上の核兵器が世界中

レイキャビク米ソ首脳会談から30年

　潘基文国連事務総長と
　　　　ゴルバチョフ元書記長の講演（抜粋訳）

資料

密保持が要請される。これは、学問の自由や公開
の自由という科学研究の基盤となる権利を束縛
する。上記の安全保障技術研究推進制度では、防
衛装備庁が詳しい説明付きの研究課題を示して
いる。応募して採択された研究は、進行状況を装
備庁などのオフィサーが管理し、発表についても
防衛省の確認が必要となる。自由はない。
　第3に、デュアルユースであるから、民生技術の
開発にも役立つので、研究費の出どころは問わな
いという考えがある。元々、科学や技術は両刃の
剣と言われ、直接軍事目的ではないとして研究し
ていても、いつ軍事に悪用されるか分からないか
ら絶えず注意しなければならないとされて来た。
しかし、すでに述べた諸制度は、民生技術の軍事
への転用を目標としている。例えば、九州大学と
防衛省との間に、「爆薬の探知」をテーマとする協
力協定が2013年6月に締結されている。これは、
長年味覚や嗅覚についてT教授を中心になされ、
空港での探知器などに応用が考えられていた研
究に防衛省が着目したものである。2013年1月、
九大の味覚・嗅覚センサー研究開発センターの開
所式には、防衛技研の陸上装備研究所長が来賓祝
辞を述べている。安保研究推進制度では、民生へ
の転用を誘い文句としているが、それは研究終了
後に許可を得て可能になるのである。

4．研究費の配分を決めるのは誰か
　国立大学の経常的運営経費は年率1％で減額
が続き、研究者は競争的資金の獲得に追われて
いる。しかし、大局的に見ると、経常費は年間1兆

2,000億円（人件費を含む）ある。競争的資金は、文
部省3,500億円、厚労省400億円、経産省100億円、
環境省30億円で、防衛省はわずか6億円である。
それでも応募する研究者がいるが、その件数は本
年度は44件（うち大学23件）で、昨年度の107件
（うち大学58件）に比べて半数以下である。学術会
議の検討の様子を見て保留していること、また大
学内外の批判を気にしていることがその理由だろ
う。
　学者は金に弱い。学術会議が発足のころ行った
「研究の自由が一番あった時代はいつか」という
アンケートに、大東亜戦争中を挙げた研究者が多
かった。したがって、軍事研究への関わり方の議
論を、学者だけに任せてはおけない。納税者であ
る市民たちも加わるべきである。
　軍事費からの資金なしで戦後70年続いてきた
日本の科学研究は、世界的には特異な例である。
それは、憲法第9条と同質である。それを棄てて
「普通の国」に向かうのか、維持して包括的軍縮へ
向かうのか、選択の時である。

注
1　www.mod.go.jp/atla/funding.html
2　いずれも13年12月17日安全保障会議及び閣議決
定。

3　www.scj.go.jp/ja/scj/
4　望月衣塑子『武器輸出と日本企業』（角川新書、
2016年）、p.105。

5　「防衛装備品等の海外移転に関する基準」について
の官房長官談話（11年12月27日）。

6　数字はデータがそろっている13年（平成25年
版）「科学技術要覧」によった。www.mext.go.jp/b_
menu/toukei/006/006b/koumoku.htm
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に存在する。1発でさえ多すぎるのに
1万5,000発も。1発でさえ全人類を破
壊する。
　それらの中にはレーガン大統領と
ゴルバチョフ書記長が1986年に廃棄
しようとしたのと同じ攻撃弾道ミサ
イルが多数含まれている。
　今日に至るまで、これらのミサイル
の多くは高度の警戒態勢に置かれ、通
報の瞬間発射される態勢にある。
　レイキャビク・サミットに暗い影を
投げかけたミサイル防衛に関する論
争は軍備管理と国際的安定性の分野
における大きな未解決課題として存
在している。
　1990年代における主要な戦略兵器
の削減の後、削減のペースは落ちた。
両陣営からの提案がされているにも
かかわらず、今、新しく交渉は行われ
ていない。
　ロシア連邦と米国が近年戦略核兵
器の配備を削減したり、包括的核実験
禁止条約（CTBT）のような長らく追求
されている目標を支持していること
を称賛する。
　（略）
　任期の初期に、私は核軍縮のための
5つの提案をした。私はカザフスタン
のセミパラチンスクにある核実験場
跡を訪れた。私は、セミパラチンスク
実験場を訪問した最初の国連事務総
長であっただけでなく、最初の世界的
指導者であった。その核実験場の中心
に立つことは、きわめて感動的で、そ
して恐ろしい経験だった。
　私は広島で行われた平和記念式典
に出席した初めての事務総長になっ

た。私が広島を訪れた時、米国が広島
（の惨禍）に責任があるという印象を
与えないだけのために、アメリカから
は誰も、東京駐在大使でさえも広島を
訪れたことはなかった。私の訪問は米
国大使の訪問を促した。そして私の訪
問から6年後にオバマ大統領、その前
にジョン・ケリー国務長官と、両者が
広島を訪れた。
　（略）
　我々が1986年サミットの遺産を振
り返るとき、私はレイキャビクの精神
をよみがえらせるための3つの重要で
相互に関係しあう方法があると思う。
　第1に、冷戦の終結によって、安全保
障が相互の自制と法の支配を通して
達成されうることが受容される、得難
い瞬間が訪れた。この国際平和と安全
保障のための共通のビジョンを回復
しなければならない。この努力は、核
兵器のある世界からの解放だけでな
く通常兵器の軍備管理や軍事費の増
加に関して前進することをも含まな
ければならない。世界は過剰に軍事化
されているが、平和のために投じられ
る資金は少なすぎる、
　第2に、ロシア連邦と米国がリー
ダーシップを取らなければならな
いということだ。世界の核兵器の95
パーセントを持つ両国はこの政策課
題を前進させるために必要な状況を
つくり出す第一の責任がある。オバマ
大統領が両国の核兵器をさらに踏み
込んで削減することを追求する用意
のあることを高く評価する。
　第3に、直接関わりあうのに優る手
段はない。違いを解決する最善の方法

は交渉のテーブルでお互いに話し合
い、理解し合うことだ。
　こんにちの安全保障環境はさらな
る核軍縮を追求するには機が熟して
いないと主張する人がいるかもしれ
ない。その見方は完全に逆だと私は言
いたい。軍備管理と軍縮の追求こそが
緊張の打破と対立の減少に資するも
のである。
　武器を減らし、警戒レベルを下げ、
リスクを減ずるための措置がお互い
の信頼を構築する。
　新型核兵器の開発を削減すること
が新たな軍備競争を防ぐ。
　先行攻撃を目的とした核巡航ミサ
イルや他の兵器の廃絶のための手段
を取ることが安定を増進する。
　これらの手段が組み合わせて取ら
れれば、地域紛争を終わらせ、世界の
多くの場所での対立を解決し、核兵器
の廃棄を容易にするための条件を生
むことになるだろう。
　こんにち、国際環境はたしかに困難
だが、現在の緊張はレーガン大統領と
ゴルバチョフ書記長が冷戦中に直面
していた困難にはとても及ばない。
　したがって、こんにちの世界の指導
者たちへの私のメッセージは明白だ。
レイキャビクの精神をよみがえらせ
よう。
　（後略）
（訳：ピースデポ。見出しは編集部）
原文：	www.un.org/sg/en/content/
sg/statement/2016-10-08/
secretary-general%E2%80%99s-
remarks-seminar-occasion-30th-
anniversary-reagan

核兵器のない世界は
ユートピアではなく、必要だ。

ミハイル・ゴルバチョフ
2016年10月10日

国際平和研究所（IPI）・アイスランド
外務省共催  記念集会へのビデオ
メッセージ 
　（前略）
　核兵器のない世界は理想郷ではな
く、むしろ避けられぬ必要であると私
は強く確信している。我々は世界の指
導者たちに、絶えずこの目標と彼らの
誓約を思い出させる必要がある。
　核兵器が存在する限り、事故や技
術的な故障あるいは狂気の人物かテ
ロリスト、つまり人間の邪悪な意思に
よって、いつか使われるかもしれない
という危険がある。それゆえ我々は核
兵器の禁止と廃棄の目標を再確認し
なければならない。
　繰り返したい。これは国際政治と国
際関係が非軍事化された場合にのみ
達成できる。問題や紛争を（たとえ最

後の手段としても）軍事力の行使によ
り解決できると考えている政治家は、
社会により拒絶されなければならな
い。彼らは舞台から去らねばならない。
　私は元指導者や外交官、科学者、専
門家、世界中の市民社会が最も強く明
白な言葉で、「核兵器は禁止されなけ
ればならない」「戦争は禁止されなけ
ればならない」と発言するよう促して
いる。
　国際法の全ての原理の中で国際関
係における武力の不行使と紛争の平
和的解決の原理が、最高位にあるとみ
なされねばならない。
　それを現実にするため、例えば国
連、国際司法裁判所、諸条約といった
現存する機構は強化されるべきだ。そ
して必要なら新しい機構が生みださ
れるべきだ。
　核兵器を禁止する問題は国際司法
裁判所による審議に付されるべきだ
と私は思っている。
　（略）　
　我々は対話を再開する必要がある。

過去2年にわたって対話を実質的に
放棄してきたことは重大な誤りであ
る。意見の相違がある地域的な問題に
制限することなく、あらゆる議題にわ
たって対話を再開すべき時だ。
　我々はきっぱりと理解する必要が
ある。安全で安定した世界は一つの
国家や国家グループの意思や計画に
よって築くことはできない。我々が共
にみんなのための世界を築くか、もし
くは人類は新たな試練や悲劇の未来
に直面するかのどちらかである。
　私はできれば悲観的な事は言いた
くない。現世代の世界の指導者たちは
きびしく批判されてよい。それでも彼
らにはまだ国際政治を元の肯定的な
路線に戻すこと、そうすることによっ
て核兵器のない世界への道を開くこ
と、を通じて歴史的な偉業を達成する
ことができる。この機会をとらえなけ
れば大きな過ちを犯すことになろう。

（訳：ピースデポ.。見出しは原文）
原文：http://tass.com/world/905191
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　長崎に原爆が投下されたとき、私は母親のお腹の
中にいました。私の家族は爆心地となった浦上か
ら山で2つ3つ隔てられた場所に住んでいました。投
下の3日後に、母は浦上の自分の実家へ行き、入市被
爆をしました。母方の祖母と叔母2人、叔母の夫が原
爆の直後に亡くなりました。叔母の1人は遺体も見
つからなかったそうです。とくに祖母が全身大やけ
どをして終戦の日に息を引き取るまで大変苦しん
だという話は、一回り年上の姉からようやく最近に
なって聞きました。原爆の13年後には母方の伯父の
息子、つまりいとこが、17歳で原爆症により骨と皮
だけになって亡くなっています。彼が亡くなる数日
前に見舞いに行ったのですが、話す力もなく、かわ
いそうに思ったことを覚えています。子どもの頃は
原爆が大変な出来事だったとは考えていましたが、
平和の視点から関心を持つということはありませ
んでした。
　司祭となり福岡で奉仕していた私は、2002年に補
佐司教として長崎に赴任することになりました。
ちょうどその頃、憲法「9条の会」が立ち上がり、宗教
界からの呼びかけ人となった私は原爆と平和につ
いて深く考えるようになっていきました。広島・長
崎での核兵器使用の大義名分に、戦争を早く終わ
らせ、100万人の米兵を救った、というものがあり
ます。私は、そうであったとしても、使用すれば万、
十万単位の人間を殺せるとわかっている武器をあ
えて使うということを正当化できないと考えます。
人間のすることではありません。また、広島と長崎
で違う種類の核爆弾を使用したことや、投下後にア
メリカが被爆者の被害調査を行ったことから、これ
は実験だったと考えています。
　近年、日本では北朝鮮や中国を脅威に感じ、核武
装論すら出てきています。若い人ではそれを当然に
思う人も出てきています。アメリカで核兵器先行不
使用論が出てきても、日本の政府筋は否定に回って
いると報道されています。被爆国であり憲法9条を
持つ日本政府・国民は核兵器廃絶に向けて発言する

たかみ・みつあき
1946年3月長崎市生まれ。

「北東アジア非核兵器地帯 宗教者声明」呼びかけ人。
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カトリック長崎大司教区大司教
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だけでなく、率先して行動に移していかなければな
りません。相手が兵器を持っているから自分も兵器
を持たなければならないという考えが人類をおか
しくしているのです。誰かがそれを断ち切らなけれ
ばなりません。日本は憲法9条を持っているので、戦
争を仕掛けない。非核三原則を持っているので、核
兵器を持たない、作らない。こうした立場の日本が
この考えを断ち切る役割を果たすことで、世界に影
響を与える地位に就くことができます。
　ローマ教皇ヨハネ二十三世は、冷戦のまっただ中
の1963年に公布した『地上の平和』という回勅の中
で、「軍備の均衡が平和の条件であるという理解を、
真の平和は相互の信頼の上にしか構築できないと
いう原則に置き換える必要があります」と言ってい
ます。正義、英知、人間の尊厳のために軍備競争を止
め、軍備を縮小し、核兵器を禁止し、軍備を全廃しな
ければならないと言っています。現実的には難しい
とは思いますが、私も核兵器だけでなく、全ての軍
備を全廃しなければならないと考えています。軍隊
を持たない中米のコスタリカでは、軍事費に費やさ
れるお金を学費や医療費に使っていると聞きます。
これこそが平和な社会です。相互の信頼に基づくと
いう意味では北東アジア非核兵器地帯もこの考え
方に基づいているといえます。さらに進めてEUの
ような北東アジア連合を作り、その理念の中で核兵
器を使わない、というのが理想です。
　平和主義の宗教者は現実を知らないとしばしば
非難されますが、人間が現実を作るのです。人間が
武器を持つか持たないかを決めるのです。人間は
相手が武器を持ったら自分も武器を持たなければ
ならないと考えます。武器を取って身を守り、人を
殺して支配しようとします。人のものを奪って所有
しようとします。国の為政者が支配欲や所有欲を
持つと、国と国との争いになります。宗教者はこう
いった暴力、支配欲、所有欲といった人間の内面の
問題に関わっていくことができると思います。キリ
ストやブッダも人を殺してはならない、と言ってい
るのに、戦争では人を殺してもよいことになって
います。むしろ多く殺すことが武勲であるとされて
います。戦争になるとモラルが逆になってしまいま
す。私たちは戦争を起こさないように欲求をコント
ロールしていかなければなりません。人間には説明
のつかない暴力の欲求があると思います。その暴力
を起こさせるきっかけを作らせないように、私たち
は小さい頃からの教育、環境づくりも考えていかな
ければいけないと思っています。

（談。まとめ：荒井摂子、山口大輔）
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ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の利用の際に優
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編集委員:梅林宏道<CXJ15621@nifty.ne.jp>、田巻一彦<tamaki@peacedepot.org>、湯浅一郎<pd-yuasa@jcom.home.ne.jp>,
荒井摂子<sarai@peacedepot.org>、山口大輔<yamaguchi@peacedepot.org>

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（6桁）: 会員の方に付いています。●「（定）」:
会員以外の定期購読者の方。●「会費・購読期限」:会員・購
読者の方には日付が入っています。期限を過ぎている方
は更新をお願いします。●メッセージなし:贈呈いたしま
すが、入会・購読を歓迎します。

書:秦莞二郎

●10月21日　中比両政府、20日の首脳会談で
共同声明。南シナ海問題は「関係国の平和的
解決で合意」。PCA判決に触れず。
●10月21日　米海軍のミサイル駆逐艦が、中
国の実効支配する西沙諸島付近を航行。「航
行の自由作戦」の一環。
●10月22日　ドゥテルテ比大統領、訪中時の
「米国とは別れた」発言につき「外交的結びつ
きを断つということではない」と釈明。
●10月23日付　韓DPRK外務次官が21・22日
にクアラルンプールで元米6者協議担当大使
らと協議。
●10月24日　ラッセル米国務次官補がヤサ
イ比外相とマニラで会談。「信頼関係を再確
認した」とラッセル氏。
●10月24日　ドゥテルテ比大統領「軍事同盟
は米とのみ、中国とはない」と明言。「米との
合同軍事演習は今年で終了」とも。
●10月25日　安倍内閣、南スーダンPKOへの
陸自派遣期限を5か月延長する閣議決定。
●10月25日　クラッパー米国家情報長官、
DPRK非核化「見込みない」と語る。同国に核
放棄求める政権トップの見方とずれ。
●10月26日付　国連総会第1委「核兵器禁止
条約」決議案につき米政府が同盟国などに反
対求める文書を送付と判明。（本号参照）
●10月26日　来日中のドゥテルテ比大統領
が安倍首相と会談。南シナ海問題で「国際法
に従った平和的解決が重要」との共同声明。
●10月27日付　韓国政府関係者、日本側の要
請に応じ年内にも、歴史認識問題で延期され
ていたGSOMIAを締結の方針と明かす。
●10月27日　国連総会第1委、核兵器禁止条
約交渉を17年開始する決議を賛成多数で採
択、日本は反対。（本号参照）
●10月30日　米軍、SSBNペンシルバニアが
グァムに寄港と発表。核抑止力誇示の狙い
か。周辺では米軍と自衛隊が共同演習開始。
●10月31日　原発メーカー11社、仏原発重要
設備での強度不足問題で、自社設備に強度不
足の可能性なしと原子力規制委に報告。
●10月31日　政府関係者、日印原子力協力協

定に署名の方針を固めたと明かす。
●11月1日　米韓6か国協議首席代表が協議。
DPRKとの中途半端な対話よりも制裁と圧力
の強化を、と確認。
●11月1日付　韓国政府、米海軍海上配備型
Xバンドレーダーが韓国公海上でDPRKを1か
月監視していたと明かす。
●11月2日　青森県三沢基地で空自と英空軍
が初の共同訓練を実施。
●11月3日　経産省、福島原発賠償を新電力
にも負担させる案を示す。原発を保有する電
力会社が責任を負うとの政府原則と矛盾。
●11月5日付　10月にDPRK外務次官が米政
府元当局者らと協議の際、核抑止の必要性
と、米新政権との接触継続を確認と判明。
●11月5日　「脱原発を目指す首長会議」、脱
原発方針と廃棄物総量の確定ない限り放射
性廃棄物処分場建設の協議に応じない声明。
●11月5日　米政府高官、核兵器禁止交渉へ
の日本の参加は日本の内政問題として容認
の見方を示したと判明。（本号参照）

沖縄
●10月20日　午前3時30分ごろ嘉手納基地
からF16	戦闘機6機が離陸。90db以上の騒音
6回。19日未明には100db以上も。
●10月21日　北部訓練場ヘリパッド建設現
場で抗議活動の市民に暴言を吐いた大阪府
警機動隊員2名、戒告の懲戒処分に。
●10月21日　稲田防衛相、公明党ワーキング
チームが検討する普天間移転「陸上案」に対
し、「辺野古唯一」と強調。
●10月21日　下地宮古島市長、来年1月の市
長選に向け3期目の出馬表明。
●10月22日付　警察庁、米軍関係犯罪対策要
員として全国各県警に「特別出向」指示。来年
1月中旬から3月末まで。
●10月22日　「国境なき記者団」、沖縄での報
道の自由に懸念示す声明発表。ヘリパッド建
設現場での新聞記者排除について。
●10月23日　キャンプハンセン所属海兵隊

員を酒気帯び運転で逮捕。
●10月23日付　沖縄防衛局、北部訓練場
「N1」ゲート前にレンタカー2台放置。代金約
79万円。「工事用道路確保のため」。
●10月24日　名護市で九州地方知事会議。翁
長知事、基地問題について理解求める。
●10月25日付　2015年1月以降、大浦湾から
ジュゴン姿消す。辺野古沿岸海域へのコンク
リートブロック投下が影響か。
●10月25日　政府、復帰後の県内米軍機墜落
を「29件」とする答弁書を閣議決定。県統計よ
り18件減。「領海外の件数含まず」。
●10月25日　政府、米軍機運用に関する「航
空法特例法」を一部改正。基地周辺での凧揚
げ・レーザー照射に罰則。12月21日施行。
●10月26日　「辺野古基金」寄付額5億8997
万円。前月比262万9901円増。
●10月27日　「土人」発言問題。自民県議「市
民側の挑発に原因」と主張、「調査」を要求。県
議会での抗議意見書可決、決裂。
●10月27日付　辺野古違法確認訴訟。国が最
高裁に上告棄却を求める意見書を提出。
●10月28日　県議会、機動隊員による「土人」
などの差別発言に抗議する抗議決議・意見書
を与党・中立会派の賛成多数で可決。
●10月30日　キャンプ・フォスター所属米海
軍兵を暴行容疑で逮捕。北谷町の歩道で男性
の首絞める。2人に面識なし。
●10月31日　金武町議会、「土人」などの差別
発言に抗議する意見書を可決。
●11月1日　防衛省、嘉手納弾薬庫を再編関
連特定防衛施設に指定。沖縄市へ再編交付金。
●11月2日　北部訓練場ヘリパッド建設。沖
縄森林管理署、立木伐採に同意。「G地区」から
国頭村宇嘉川河口部へ訓練道を建設。
●11月5日　嘉手納基地での米軍飛行目視調
査、過去最高の328回。昨年比180回増。F15離
陸時に最大100.4db。10月18日実施。

日 誌
2016.10.21~11.5
作成:有銘佑理、荒井摂子、山口大輔

DPRK=朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）／
GSOMIA=軍事情報包括保護協定／PCA=常設仲
裁裁判所／PKO=（国連）平和維持活動／SSBN=
戦略原子力潜水艦

核兵器廃絶のための新しい情報を得るオープンな場	
アボリション・ジャパン･ メーリングリストに参加を    
 join-abolition-japan.dLNY@ml.freeml.comにメールを送ってください。本文は不要です。

次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。
朝倉真知子、荒井摂子、有銘佑理、梅林宏道、大嶋しげり、
清水春乃、田巻一彦、津留佐和子、中村和子、中山正敏、原
三枝子、山口大輔、湯浅一郎（50音順）

今号の略語
CELAC=ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体
MOU＝了解覚書
OEWG＝公開作業部会

ピースデポも推進連絡会に参加する

ヒバクシャ国際署名の活動への
御寄付をお願いします。

●郵便局から振替用紙を使用する場合
　00160－3－362855「ヒバクシャ国際署名連絡会」
●  銀行振込の受取口座として利用する場合
　店名019 当座 0362855 「ヒバクシャ国際署名連絡会」

ウェブサイト：www.hibakusha-appeal.net


